
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申し込みが正常に完了すると申込完了メールを送信します。 

受付番号を記載していますので必ずお控えください。講習当日、受付で受付番号をお伝えください。 

 

１次募集      ※対象外の方の申込みは削除いたします。 

・尼崎市内在住又は在勤の方  

・尼崎市内で防火管理者に選任される予定である又は選任されている方 

２次募集（申し込み状況により、募集のない場合があります。ホームページをご確認ください。） 

・全ての方 

令和８年度（２０２６年度）          講習実施機関：尼崎市消防長 

防火管理講習（対面講習）のご案内 

講 習 種 別 等 

講 習 種 別  講 習 時 間  講 習 内 容  

甲 

種 

新規講習 
2日間 

（概ね 10時間） 

甲種防火対象物の防火管理に関する講習のうち、初めて受講す

る者に対して行う講習  

再 講 習 
半日間 

（概ね 2時間） 

収容人員が 300人以上の特定防火対象物の防火管理者が、定

期に受講を義務づけられている講習 

乙種講習 1日間（概ね 5時間） 乙種防火対象物の防火管理に関する講習  

本年度から、原則「インターネット」での受講申込みとなりました。 

防火管理講習には、「甲種新規講習」、「甲種再講習」、「乙種講習」の３種があります。  

それぞれの講習概要は次のとおりです。 

尼崎市消防局予防課 電話０６－６４８１－３９６４ 

平日（１２月２９日～１月３日除く）の９時から１７時までの対応となります。） 

申 込 方 法 

原則「インターネットによる申込み」となります。 

『尼崎市公式ホームページ』からお申込みください。 

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/syobo/kousyu/1028909.html 

 

※インターネット環境をお持ちでない方は、申込期間内に「消防局予防課」へ電話で 

お問い合わせください。 

※申込開始日の朝９時から受付を開始し 申込終了日の１７時までの受付とします。 

※申込期間内でも定員に達し次第、締め切りとなります。予めご了承ください。 

※申し込み後、キャンセルされる方は、消防局予防課までご連絡ください。 

※携帯電話、スマートフォンの場合、ドメイン指定受信を設定している方は「@kintoneapp.com」からのメール

を受信できるように設定してください。 



講 習 日 程 ・ 受 講 料 等 
 

 

 

 

【甲種新規講習】（年５回開催） 

◇当日受付時間 (１日目)  ９時００分から ９時３０分まで（講習事項一部免除対象者※を除く。） 

◇当日受付時間（２日目） ９時３０分から１０時００分まで（講習事項一部免除対象者※を除く。） 

◇講習時間（１日目）   ９時３０分から１６時３０分まで（講習事項一部免除対象者※を除く。） 

◇講習時間（２日目）  １０時００分から１７時００分まで（講習事項一部免除対象者※を除く。） 

◇定 員           甲種及び乙種合わせて８０名 

（定員については、状況により変更することがあります。予めご了承ください。） 

◇受 講 料        ５，５００円（講習資料代として、講習 1 日目の受付の際、お支払いいただきます。）  
 

【乙種講習】（年５回開催） 

◇当日受付時間    ９時００分から ９時３０分まで 

◇講習時間       ９時３０分から１７時００分まで 

◇定 員           甲種及び乙種合わせて８０名 

（定員については、状況により変更することがあります。予めご了承ください。） 

◇受 講 料         ５，５００円（講習資料代として、講習日当日受付の際、お支払いいただきます。） 
 

【甲種再講習】（年１回開催） 

◇当日受付時間    １３時３０分から１４時００分まで 

◇講習時間        １４時００分から１６時３０分まで 

◇定 員        ８０名（定員については、状況により変更することがあります。予めご了承ください。） 

◇受 講 料        ２，５００円（講習資料代として、講習日当日受付の際、お支払いいただきます。） 

 

 

講習種別 講 習 開 催 日 

申し込み（※申込開始日の９時から受付を開始し 

申込終了日の１７時までの受付とします。） 

１次募集 ２次募集 

新規講習 

（甲種・乙種

同時開催） 

第１回 
令和８年５月 20 日㈬、21 日㈭ 

（乙種は５月 20 日㈬のみ） 
４月 14日㈫～４月 23日㈭ ５月１日㈮～５月７日㈭ 

第２回 
令和８年７月 29 日㈬、30 日㈭ 

（乙種は７月 29 日㈬のみ） 
６月 30日㈫～７月９日㈭ ７月13日㈪～７月19日㈰ 

第３回 
令和８年９月 16 日㈬、17 日㈭ 

（乙種は９月 16 日㈬のみ） 
８月 18日㈫～８月 27日㈭ ８月31日㈪～９月６日㈰ 

第４回 
令和８年11 月18 日㈬、19 日㈭ 

（乙種は 11 月 18 日㈬のみ） 
10月 20日㈫～ 10月 29日㈭ 11月２日㈪～11月８日㈰ 

第５回 
令和９年 1 月 20 日㈬、21 日㈭ 

（乙種は 1 月 20 日㈬のみ） 
12月 15日㈫～ 12月 24日㈭ １月４日㈪～１月10日㈰ 

甲種再講習 令和８年８月 26 日㈬ ７月 28日㈫～８月６日㈭ ８月10日㈪～８月16日㈰ 

※ 再講習を申込みされる方は、過去直近日に受講した「甲種新規講習」又は「甲種再講習」の修了証が必要です。 

インターネットから申込みの方は、入力フォームに PDF または写真等データを添付してください。 



 

 
 

・筆記用具、Ａ４テキスト(当日お渡しします)が入るかばん等、顔写真付き本人確認書類 

当日受付時に、「顔写真」「氏名」「生年月日」が分かる以下のいずれかをご提示いただきます。 

確認できない場合は受講をお断りいたします。 

・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・マイナンバーカード(通知カード不可)・顔写真付きの社員証等 

・顔写真つき住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書・障害者手帳 

・その他顔写真、氏名、生年月日、住所等が確認できる公的証明書 

顔写真付き確認書類をお持ちでない方は、事前に消防局予防課までお問い合わせください 

 

 

 

１ 次のいずれかの講習を受講し、免状又は修了証の交付を受けた方は、１日目「防火管理の意義及び制度

（１時間）」及び２日目「甲種防火管理者の責務と留意事項（１時間）」の受講が免除されます。 

・ 消防設備点検資格者講習 

・ 自衛消防業務講習 

２ 講習事項一部免除の申請 

講習事項の一部免除を希望される方は、「講習事項一部免除申請書」及び「免状又は修了証の写し」を添

付資料として受講申込時に添付してください。なお、当日の申請は認められません。 

３ 講習時間等 

・講習１日目は、受付時間を１０時３０分から１０時５０分まで、講習実施時間を１０時５０分から１６

時３０分までとします。 

※ 講義時間の都合上、講習会場への入室は１０時４０分からとなります。 

・講習２日目は、受付時間を１０時５０分から１１時１０分まで、講習実施時間を１１時１０分から１７

時００分までとします。 

※ 講義時間の都合上、講習会場への入室は１１時００分からとなります。 

４ 注意事項 

・免除対象者でも、免除される講習を受講いただくことは可能です。その際は、免除申請は不要です。 

・講習２日目に行う効果測定を免除するものではありません。免除科目に関する出題もあります。 

 

 

『尼崎市防災センター』  

住所：〒６６０－０８８１ 

尼崎市昭和通２丁目６－７５ 

電話：０６－６４８１－０１１９(代表) 

 

会場には専用の駐車場がありません。 

お車でお越しの方は近隣の駐車場をご利用ください。 

 

講習当日の持ち物 
※ 申込み完了後の自動返信メールにて受付番号を送付します。当日

は、受付の際に受付番号を確認いたします。 

※講習事項の一部免除について（甲種新規講習） 

  

 

講 習 会 場 



 

 

 

１ 講習当日、遅刻・早退した場合は、原則として講習修了が認められません。 

公共交通機関の事故（運休・遅延等）、突然の体調不良、その他特別な状況が発生した場合は、必ず消防

局予防課まで御連絡ください。連絡なく遅刻・早退された場合は「無断欠席・退席」となります。 

２ 一度お支払いいただいた受講料は、いかなる理由であっても、一切の返金をお断りします。 

３ 受付時の混雑防止のため、受講料は釣銭の必要がないように御準備いただきますよう御協力お願いします。 

４ 甲種新規講習の１日目、乙種講習には実技が含まれます。講習当日は動きやすい服装でお越しください。 

５ 昼食は各自でご用意いただくか、近隣の飲食店等をご利用ください。（※ 講習室内は飲食可能ですが、   

 ごみは各自でお持ち帰りください。） 

６ 氏名に機種依存文字が含まれる場合、交付する修了証に代替となる文字を使用することがあります。 

７ 各講習は、災害の発生その他不測の事態により急遽開催を中止（延期）する場合があります。 

８ 講習当日、午前８時００分時点において、台風や豪雨等に起因する気象警報が発令されている場合、講

習を中止することがあります。 

９ 講習中の迷惑行為（不要不急の携帯電話の使用や居眠り等）は、講習修了と認められない場合があります。 

注意事項（必ずお読みください）   

 


